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験
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実
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教
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准
教
授

講
　
師

助
　
教

助
　
手

1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 2 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 3 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 2 1 2 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 3 2 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 3 1 1 3 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医療薬学特別講義 1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

伝統医薬解析学特別講義 1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医薬基盤科学特別講義 1前 1 ○ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

レギュラトリーサイエンス特別講義 1前 1 ○ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医薬品医療機器評価学特別講義 1前 1 ○ ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 1 ○ 1 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

がん治療薬品学特論 1前 1 ○ 1 集中

がん治療薬体内動態解析学特論 1前 1 ○ 1 集中

がん・緩和医療評価統計学特論 1前 1 ○ 1 集中

がん治療薬副作用学特論 1前 1 ○ 1 集中

緩和医療薬学特論 1前 1 ○ 1 集中

知的財産入門 1前 1 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医薬品臨床評価特論 通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

医薬品開発計画特論 通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

臨床試験デザイン特論 通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

臨床薬理学特論 通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

通 2 ○ 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

1前 2 ○ 2 1 ｵﾑﾆﾊﾞｽ

通 1 ○

通 1 ○

特別演習 4通 7 ○

4通 7 ○

4通 7 ○

－ 0 60 0 36 9 2 17 0 －

1通 5 ○ 8 7

2通 5 ○ 8 7

3通 5 ○ 8 7

－ 15 0 0 8 7 0 0 0 －

－ 15 60 0 44 16 2 17 0 －

薬品製造化学特別講義

分子合成化学特別講義

生物有機化学特別講義

天然物化学特別講義

教 育 課 程 等 の 概 要

（薬学研究科博士課程医療薬学専攻）

科目
区分

授業科目の名称 配当年次

単位数 授業形態 専任教員等の配置

備考

小計（35科目） －

医薬品開発規制特論

医薬品ライフサイクルマネジメント特論

ヘルスコミュニケーション

グローバル大学院薬学特別講義

グローバル大学院薬学演習

必
修
科
目

医療薬学ゼミナール１

医療薬学ゼミナール２

医療薬学ゼミナール３

小計（3科目） －

合計（38科目） －

学位又は称号 博士（薬学） 学位又は学科の分野 薬学関係

先端生命科学特別講義

衛生薬学特別講義

選
択
必
修
科
目

がん基盤研究特別演習

がん臨床+C12:D41研究特別演習

発展途上国における感染症の現状と対策

生物物理化学特別講義

分子細胞生物学特別講義

分子循環器学特別講義

分子病態生理学特別講義

未来医療学特別講義



設置の趣旨・必要性

Ⅰ設置の趣旨・必要性
１　設置の背景、必要性
大阪大学薬学部は、化学、生物学及び物理学を基礎とする生命科学を基軸として、創薬科学、医療薬学、環境薬学等を修
め、医薬品の創成からその適正な使用、さらには生活環境の安全確保に至る幅広い領域において、社会に貢献できる人材
を育成することを使命として教育研究活動を実践している。平成１８年度には６年制学科である薬学科と４年制学科であ
る薬科学科を併設し、新課程の学部教育をスタートさせた。前者は「創薬科学に精通した専門薬剤師、医療薬学研究者」
の育成を目的とし、後者は「高度な医療薬科学に精通した創薬研究者、環境薬学研究者」の育成を目指したものである。
その学部新課程に対応した大学院薬学研究科の改組が必要となり、平成２１年７月には薬科学科（入学定員５５名）に基
礎を置く創成薬学専攻修士課程設置の届出を行い、承認を得た。また、６年制の薬学科１期生は平成２４年３月に卒業を
迎えることから、当該学科を基礎とする大学院博士課程（４年）を平成２４年４月設置に向けて申請することが必要であ
る。そこで新専攻名を「医療薬学専攻」とし、専門薬剤師、医療薬学研究者の育成を目的とした博士課程をここに届け出
るものである。さらに、４年制学科に基礎を置き、創薬研究者、環境薬学研究者の育成を目指す創成薬学専攻においても
博士後期課程（３年）の設置申請を並行して行う。
２　育成する人物像
平成16年の「薬学教育の改善・充実に関する調査研究協力者会議」からの最終報告や「中央教育審議会」からの答申を受
けて、医療人として質の高い薬剤師養成の観点から、我が国の薬学部には６年制教育制度が導入され、薬剤師養成のため
のモデル・コアカリキュラムに準拠した教育が行われてきた。近年の医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴い、医薬
品の適正な使用等の社会ニーズに応え、医療人としてさらに質の高い薬剤師を養成することが大学に求められている。そ
こで、６年制の薬学部薬学科を基礎とする本専攻では、医療の現場における臨床的な課題を対象とする研究領域を中心と
した臨床薬学・医療薬学に関する教育研究を行うことを主たる目的とし、４年一貫の大学院教育課程として高度な専門性
や優れた研究能力を備えた研究者としての薬剤師等の養成を行う。我が国の多くの薬学部は６年制学科を主体としている
ことから、今後薬剤師免許を持つ６年制学科卒業生が飛躍的に増大することが予想される。これらの薬剤師に対する指導
を行える人材には、上記のような質の高い薬剤師に対する社会ニーズとあいまって、多くの需要が発生すると見込まれ
る。
したがって、本専攻にて高い研究能力に裏打ちされた幅広い知識や技能を有する高度な専門性を培うことにより養成され
る以下のような人材に対する需要はますます増加するものと考えられる。
①　臨床薬学・医療薬学などの幅広く深い知識を基盤として、豊かな人間性ならびに倫理観を持って臨床現場で活躍でき
る指導的立場に立つ人材
②　大学等の教育・研究機関ならびに官公庁において、薬剤師資格を有し、将来、研究・教育・行政等の分野で責任ある
指導的立場から国際的に活躍できる人材
３　学生の確保及び進路の見通し
我が国では、平成１８年度から薬剤師教育に重点を置く６年制の学部教育がスタートした。この６年制では、近年の
医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴い、ますます高まってきている医薬品の適正な使用等の社会ニーズに応える
べく、医療人として質の高い薬剤師を養成することとなっている。しかし医療の現場では、さらに臨床的な課題を対象
とする研究領域を中心とした高度な専門性や優れた研究能力を有する薬剤師が望まれている。また、薬学研究科に
リクルート活動のために訪問される各製薬企業関係者と懇談し、今後の採用ニーズの動向について聴取を行い得られた
情報によれば、海外企業との連携を図るグローバル化が今後一層加速していくことが想定される状況のもと、
６年制薬学科において医療薬学を学んだうえに４年制博士課程を修了した者については、博士の学位を有していると
いうこと自体に大きなアドバンテージが認められるという意見が得られた。以上のことから本専攻の課程修了者に
対する社会の期待度は大きいものと考えられる。本専攻の課程修了後の進路としては、その専門性から臨床薬学・
医療薬学の研究者・教育者、がん領域や感染制御領域等の専門薬剤師、治験・臨床開発の従事者などが想定される。
適正かつ充足可能な学生定員として、本専攻博士課程の入学定員を１０名とした。平成２３年３月に薬学科４、５年生に
アンケートを実施した結果、医療薬学専攻博士課程への進学希望者は６名となった。さらに、薬科学科（４年制学科）
卒業生及び在学生への薬剤師国家資格受験資格申請への対応に関する説明会（平成２２年１０月２７日）には、約３０名
の参加者があった。薬科学科の卒業生が薬剤師となるためには修士課程を経た後、医療薬学専攻博士課程にて必要な単位
を取得することとなるため、医療薬学専攻への継続的な進学を見込むことができるものである。なお、薬科学科を卒業し
創成薬学専攻修士課程に在学している学生で現時点で医療薬学専攻の博士課程に進学希望である旨を申し出ているものが
３名おり、これらのことから当面の継続性が想定されるため新たに進学見込み者として計上した。
また、社会人（薬剤師）の動向予測に関して本学のがんプロフェッショナル養成プランを選択する者が年平均２名おり、
医療薬学専攻博士課程への進学が見込める。このほか他大学医歯薬系６年生学部から５名の進学を見込んでおり、以上を
あわせて１０名の入学定員の充足には問題ないものと判断できる。



Ⅱ教育課程編成の考え方・特色
本専攻は薬学部薬学科（６年制学科）での教育を基礎とし、臨床における実践的能力及び研究者精神に溢れる「薬のエキ
スパート」としての研究者や教育者等、社会ニーズに対応した高度化・多様化する医療の中心的な担い手として活躍でき
る人材を養成する。そのために、自立して研究活動を行える高度な研究能力の養成及びその基礎となる豊かな教養と学識
の涵養、さらに第一線の医療人として必要な倫理観や使命感の涵養を図る。
本学薬学部薬学科では、「創薬科学に精通した専門薬剤師、医療薬学研究者」の育成を目的とした教育を行ってきた。そ
こで本専攻博士課程では、こうした教育を基盤として、本学の医療系部局や医学部附属病院、学外の連携医療機関との密
な教育研究連携体制のもとに、高度な専門薬剤師・医療薬学研究者としての臨床力、すなわち最先端医療を指導的な立場
で実践できる優れた知識・技能・態度の総合的な修得を図る。これに加えて、薬学研究教育、基礎薬学研究の成果を臨床
の場に還元し、医療人として臨床での問題点を基礎薬学研究との連携によって解決に導くことができる優れた課題探求能
力・問題解決能力の涵養を図ることにより、「研究者としての優れた能力とマインドを持った医療人」の育成を目指す。
これまで本研究科は、化学系、生物系及び環境系薬学領域における教育研究を推進し、その基礎研究の成果を社会に還元
すると同時にこれらの領域の第一線で活躍できる研究者の育成を通して、我が国の健康科学全般の発展に大きく貢献して
きた。平成２４年度からは本医療薬学専攻博士課程と同時に創成薬学専攻に博士後期課程を設置することにより、こう
いった創薬科学や環境薬学分野の研究者養成教育のさらなる高度化と実質化を図る。そこで、本専攻においても上記のよ
うな医療薬学研究者の育成に加え、このような実績を活かし、また創成薬学専攻の教育課程との効果的な連携により、
「医療人としての優れた能力とマインドを持った創薬科学や環境薬学研究者」の育成を目指す。
本専攻の教育課程は、上記のような「研究者としての優れた能力とマインドを持った医療人」及び「医療人としての優れ
た能力とマインドを持った創薬科学や環境薬学研究者」の育成を達成するために、６年制学部・学科を卒業した学生の多
様なニーズに対応した以下のような履修に教育課程を編成する。まず、医療薬学ゼミナール（１～３年次各５単位、合計
１５単位）では、臨床薬学・医療薬学から基礎薬学まで、所属研究室の多様な専門領域における実践的な教育研究を行
う。
さらに、演習科目７単位及び指導教員による密接な論文作成指導を受ける。学生が臨床現場や所属研究室における最前線
の研究活動に参画するこういった科目に重点を置いた教育を行うことにより、実践的な課題探求能力・問題解決能力の
涵養を図ることが可能となり、将来、臨床薬学分野だけでなく、創薬科学・環境薬学分野、さらには国際社会など多様な
場で活躍できる研究者の育成が達成できる。
これに加えて講義科目８単位を配分し、学生のニーズに合わせた選択・履修が可能な多様な講義科目の履修を可能とす
る。
すなわち、

①　薬学研究科で開講される大学院講義
②　大学院高度副プログラムの講義（臨床医工学融合研究教育センター、ナノサイエンスデザイン教育研究センター、
コミュニケーションデザイン・センター等が提供）
③　大学院教育改革支援プログラム（大学院ＧＰ）「創薬推進教育プログラム（平成１９年度～平成２１年度）」の
「高感度生体情報分析による創薬支援特論」（薬学研究科・医学系研究科保健学専攻協同提供）
④ 組織的な大学院教育改革推進プログラム（大学院ＧＰ）「健康環境リスクマネージメント専門家育成
（平成２１年度～平成２３年度）」の「発展途上国における感染症の現状と対策感染症」
（薬学研究科・グローバルコラボレーションセンター協同提供）
を提供する。①の履修により、広範な薬学領域における高度かつ実践的な専門知識の修得を可能にし、また、②～④の履
修により、薬学領域にとどまらず、医学領域の高度専門知識の修得や、さらにその他の自然科学領域や人文・社会科学領
域に及ぶ広範な知識の修得を可能にすることは、高度教養教育を推進する教育課程としての特色と言える。
以上のように、本専攻の教育課程は中央教育審議会答申「新時代の大学院教育」に示されている課程制大学院制度の趣旨
に添った体系的な編成となっている。したがって、この課程により各教育段階が有機的なつながりを持って博士の学位授
与へと導いていく教育プロセスを通して、高度な研究能力及びその基礎となる豊かな教養と学識と同時に、第一線の医療
人として必要な倫理観や使命感を修得した、「研究者としての優れた能力とマインドを持った医療人」や「医療人として
の優れた能力とマインドを持った創薬科学や環境薬学研究者」として指導的な立場で活躍できる人材を育成することがで
きる。

卒 業 要 件 及 び 履 修 方 法 授業期間等

・研究指導を受け博士学位論文を作成するとともに、次のとおり30単位
以上を修得しなければならない。
（選択必修科目）
・講義科目8単位以上を修得すること。
・演習科目を７単位以上を取得すること。
（必修科目）
・所属する研究分野が行うゼミナール１、２、３計15単位を修得するこ
と。

１学年の学期区分 ４学期

１学期の授業期間 １５週

１時限の授業時間 ９０分
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